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船舶を使用して行う釣り漁法による水産動物の採捕及び船舶を使用

項 目 して行う釣り漁法によるさけの採捕（秋さけ船釣りライセンス制度）

に係る委員会指示の発動について

配付資料 委員会指示による令和４年度ライセンス制度の海域図

委員会指示による令和４年度ライセンス制度の概要

趣 旨

内容及び ○ オホーツク東部海域では、近年、秋さけ船釣りを行う遊漁船やプ

報道に当 レジャーボート・ミニボート（ゴムボート）が急増し、漁具被害や

たっての 漁業者とのトラブルなど漁業活動に支障が生じています。

お 願 い このため、斜里町ウトロ沖合において実施している秋さけ船釣り

ライセンス制度に網走・斜里沖合海域を追加することとし、このこ

とについて広く意見を聴取するため、令和４年７月２７日に公聴会

を開催しました。

この公聴会等での意見を踏まえ、令和４年７月３０日に開催した

第２２期第１１回網走海区漁業調整委員会において審議した結果、

案の一部を変更の上、船舶を使用して行う釣り漁法による水産動物

の採捕及び船舶を使用して行う釣り漁法によるさけの採捕（秋さけ

船釣りライセンス制度）に係る委員会指示を発動することとしまし

たのでお知らせします。

○変更内容

・網走・斜里海域の承認隻数を変更

原案 決定 増減

遊 漁 船 ２５隻以内 ３０隻以内 ＋５隻

プレジャーボート １５隻以内 ３０隻以内 ＋１５隻

（詳細な内容は別紙のとおり。）
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【委員会指示による令和４年度ライセンス制度の海域図】

1
ウトロ海域 ライセンス区域

定置網周辺500m以内全ての船釣り禁止

網走・斜里海域 秋さけ船釣り禁止区域

ウトロ海域 秋さけ船釣り禁止区域

網走・斜里海域 ライセンス区域



【委員会指示による令和４年度ライセンス制度の概要】

2

ウトロ海域（変更） 網走・斜里海域（新規） 備考

ライセンス隻数
遊漁船：３２隻以内（３５隻以内）

ＰＢ：５３隻以内（６０隻以内）

遊漁船：３０隻以内

ＰＢ：３０隻以内

公聴会等の意見を踏まえて、
遊漁船２５隻以内→３０隻以内
ＰＢ：１５隻以内→３０隻以内に
変更した。

秋さけ船釣り禁止期間
８月２５日～１０月３１日

（８月２５日～９月２５日）
９月１日～１０月３１日

ライセンス期間 ９月１日～９月２５日 ９月１日～９月３０日

定置網付近での

船釣り禁止期間

９月１日～１０月３１日

（９月７日～９月２５日）
９月１日～１０月３１日

釣獲上限尾数
（１人１日あたり）

５尾
（１０尾） ５尾

※下線は案からの変更箇所 （ ）内は令和３年度の内容

〇 令和５年度のライセンス制度の実施にあたっては、令和４年度の実施結果等を検証の上、実施方法を検討するものとする。


